
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

環境生活部　廃棄物対策課　産業廃棄物係

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

現　計
予算額 0 0

補　正
要求額 0 0

0 0

　ＰＣＢ処理推進事業費

2,166１ 事 業 費  補正要求額 千円)(現計予算額： 5,529

0 0 0

（１）要求の趣旨（現状と課題）

2,166

2,166

①ＰＣＢ保有事業者に対する早期処理に向けた指導（郵送・電話・訪問）
②処理責任者が不存在及び処理見込みのない案件での行政代執行
③ＰＣＢの保有の有無や処理の推進に関する広報
④県内業界団体とＰＣＢ処理の推進に向けた連絡会の開催
※ＰＣＢ：燃えにくい、電気を通しにくいなどの性質を持つ油の一種で、工場やビル、電
車などのトランス（変圧器）やコンデンサ（蓄電池）、蛍光灯の安定器等に用いられてい
たが、有毒性が指摘され、昭和４９年６月以降、製造、輸入が禁止されている。

支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

 ＜財源内訳＞

財 源 内 訳

事 業 名

決定額
2,166

使用料 財　産区  分

手数料

0 0 0 0

事業費

5,529

寄附金

0

一　般
財　源

5,529

予 算 要 求 資 料

令和４年度９月補正予算

0

0

電話番号：058-272-1111（内2718）

E-mail：c11225@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物を保管する事業者は、PCB特措法に基づき、処分期限
（高濃度は令和3年度末、低濃度は令和8年度末）までに、当該廃棄物を処分しなければな
らない。また、県の役割として、PCB廃棄物の状況把握や処理に向けた措置等が求められ
る。
（PCB廃棄物を保有する事業者の行政代執行案件の追加（2件→3件）による増額）

2,166



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

（国）では、自治体が行う掘り起こし調査の実施に係る、ＰＣＢ全般の相談窓口の設置や
専門家の派遣、保管事業者等に対して早期処理を促進するため、ＴＶＣＭ等の広報の活用
及び周知を行う予定。
（愛知県・三重県・静岡県）では、類似の事業を実施しており、令和４年度は処理期限内
に処理できない保管事業者への改善命令等を行う予定。

・高濃度ＰＣＢ含有自家用電気工作物については、処理指導に従わず処理期限（令和年３
月末）を過ぎた場合には、改善命令を行うこととなるが、命令に従わなかった場合には、
令和４年度内に行政代執行を検討する必要がある。
・低濃度ＰＣＢ廃棄物については、令和８年度までに処分しなければならないため、引き
続き、保管事業者へ早期処理指導を行っていく必要がある。

　無

　区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等
は、法律上の県の役割であり、全額県費(10/10)で実施する。
　代執行費用については、独立行政法人環境再生保全機構のポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基金助成金を利用。また、特別交付税が措置されるため、代執行費用のうち５％が県で
の実質的な負担額となるが、一旦、代執行費用の全額を支出する必要がある。

（４）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

（１）各種計画での位置づけ

2,166

事業内容の詳細

行政代執行にかかる費用

事業内容

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画（環境省）
・岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

３ 事業費の積算 内訳

委託料

合計

金額

・事業主体　県
・区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等
は法律上の県の役割。

2,166

（３）後年度の財政負担

（２）国・他県の状況



（県単独補助金除く）

□

予算要求資料 ■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R2年度
(R ) 実績

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
２
年
度

（これまでの取組内容と成果）

・取組内容と成果を記載してください。
　きめ細やかな処理手続きの進捗確認等を行い、高濃度ＰＣＢ含有安定器につい
て、９月末現在では、発見されたすべての廃棄物が処理手続き中であり、代執行
となる可能性のある案件はない。ＰＣＢ処理に関する情報の伝達、傘下会員への
周知依頼を行うため、ＰＣＢ廃棄物処理推進連絡会の会員へ迅速な情報共有を行
い、会員への周知や業界誌の紙面提供等協力が得られた。

令
和
３
年
度

令和５年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

令
和
４
年
度

令和６年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

　ＰＣＢ廃棄物の期限内の全数処理を目標としているが、保有者全数を把握できない
ため、具体的な数値を設定することができない。

指標名
R3年度 R4年度 終期目標
目標 目標 (R ) 達成率

①

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

(1)高濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し、期限内処理及び早期処理を推進
(2)濃度不明、低濃度PCB廃棄物の保管事業者等に対し、国の手引き等を活用した指
導・啓発を実施し、期限内処理及び早期処理について推進
(3)行政代執行で処理する高濃度PCB廃棄物について、処理が適正かつ迅速に行われる
よう調整し、令和4年度末までに処分を完了



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか

　処分期間が定められており、継続してＰＣＢ廃棄物の保管事業者等に対して指導等
を実施していく必要がある。指導に応じない事業者等に対しては法に基づく命令等を
行う。また、低濃度ＰＣＢ廃棄物保管者（処分期間は令和８年度末）に対しても、各
種基準遵守を指導し適正処理の推進を図る。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

(評価)
掘り起こし調査及びその後の追加調査により、県が今まで把握していなかっ
た新たなＰＣＢ廃棄物保有者が明らかになっている。関係業界団体への迅速
な情報提供を行い、関係団体内においても処理に対する意識が高まってい
る。２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 処理進連絡会に参加している関係団体、事業者との連携も密に行っており、
必要な情報を受信、発信できる体制も整っている。１

（今後の課題）

　低濃度PCB廃棄物について、把握済みの保管事業者に対しては、処分期限である令和
8年度末に向けて、計画的に処理を行うよう指導・啓発を行う必要がある。引き続き、
処理の推進に関する広報を強化する必要がある。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

(評価) 一定濃度以上のＰＣＢを含有する廃棄物は、法定処理期間（高濃度は令和３
年度末、低濃度は８年度末）までに、処理することが定められている。ま
た、法律上、県の役割として、区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ
廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等が求められている。

３


